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東北東京間連系線に係わる計画策定プロセスについて

平成２８年７月２９日
広域系統整備委員会事務局

第１５回広域系統整備委員会
資料１
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■これまでの主な経緯

 第１回広域系統整備委員会（平成２７年４月２４日）
• 計画策定プロセスの進め方等の御議論

 第５回広域系統整備委員会（平成２７年９月１４日）
• 費用負担の考え方、特定負担額・一般負担額の試算の御議論
• 基本要件及び受益者の範囲（案）の御議論

 第８回広域系統整備委員会（平成２７年１２月１５日）
• 実施案等の公募要領案の御議論

 第９回～第１４回広域系統整備委員会（平成２７年１月２９日～平成２８年６月２４日）

• 短工期対策の御議論

 第１３回～第１４回広域系統整備委員会（平成２８年５月２７日～６月２４日）
• 実施案等の提案概要、評価（増強の完了時期、工事費を除く）

I. 電気供給事業者の応募取り下げ（報告）

II. 実施案及び事業実施主体の評価（増強の完了時期、工事費）

III. 工事費増加時に支払えない場合の取扱い

IV. 費用負担割合案の検討

■今回御議論等いただきたい事項



3

今回

検討スケジュールと今回の位置づけ

９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月

対策案の検討

受益者範囲の検討

実施案の検討

負担割合の検討

広域系統整備計画
取りまとめ・公表

広域系統整備委員会 　 　

評議員会

理事会

その他

平成２７年度 平成２８年度

◇9/29 基本要件

◆9/30 基本要件

★12/15

公募要領

★9/14

・基本要件

・実施案等の募集要否

・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・

◆12/15実施案等の募集

要領検討

☆実施案等の募集（～H28/5）

◇12/15検討状況報告

★実施案等

★費用負担割合（案）

評価

★広域系統整備

計画の決定

★2/22短工期対策
★5/27

・実施案プレゼン

・短工期対策

◇実施案等、費用負担割合（案）

◆広域系統整備

計画の決定

☆広域系統整備

計画の公表

◆実施案等決定

◆費用負担割合（案）決定◆9/30 実施案等の募集要否

★11/20

公募要領（原案）

★10/16

電気供給事業者への要請文送付（ご報告）

◆10/14

電気供給事業者への要請（～11/24）

★1/29短工期対策 ★4/25短工期対策

★6/24

・実施案等の評価

・短工期対策

★検討状況報告

★検討状況報告

◆7/6短工期対策の入札



4第１４回委員会におけるご意見と対応案（順不同）

① 工事費の追加分を事業者が支払えない場合の取扱いについても決めておいた方が良
い。
 今回委員会の「工事費増加時に支払えない場合の取扱い」による。

② 事業者が負担金を全額払ったものの、発電所開発を諦めざるを得ない場合の対応とし
て、連系線を利用する権利の譲渡等はできないか。
短工期対策の権利について、当事者間で電源整備に加わる前提で譲渡すれば、工事
費負担金のスキームを変えずにできるのではないか。

 現状ルールでは、発電所自体（一部を含む）を譲渡すれば、譲渡された発電契約者
も先行的容量登録※及び契約認定は可能である。
※先行的に容量登録を行う前に譲渡された場合に限る。

 しかし、同一の発電所でなければ、先行的容量登録、契約認定はできないため、今
後に向けた意見として承ることとしたい。

 本機関としても、地域間連系線の利用ルールの在り方については検討課題がある
と認識しており、整理が進んだ段階で本委員会にもその状況を報告したい。

③ 短工期対策における落札者、非落札者間の契約、プール金の取扱いは、広域機関が
リードしていくべきではないか。

 今後、実際の応札、落札候補者の状況を確認しながら、必要に応じて広域機関が
リードし、本委員会にも状況を報告したい。

第１４回広域系統整備委員会で頂いたご意見については、以下の方向性で対応する。
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費用負担者の受益として先
行的に容量登録できる前提
だが、ルール上に明確な記
載はない

＜変更前＞ ＜変更後＞

対象電源（既設含む）から供給される連系線希望計画は、当該連系線整備
に伴う空容量増加時に、先行的に容量登録を行うことを明確化（規程134
条３項）。

容
量
登
録

契
約
認
定

受給契約又は振替供給契
約の継続が契約認定の要
件のため、契約が締結で
きていない場合や契約当
事者を変更した場合は認
定対象外となる。

「契約が継続」との要件を削除し、連系線同時建設電源から供給される連
系線利用計画については、供給先が未定である場合や契約先の変更があっ
た場合でも契約認定の対象となることを明確化（指針210条3号）。
※計画策定プロセスの費用負担候補者においては、事業の譲渡や契約上の地位の承継
を行いたいとのニーズが見受けられ、対象電源から供給されていることのみを契約認
定の要件とする

※供給先が未定であっても、費用負担をした以上、混雑処理順位において、供給先を
確保した事業者と別異に取り扱うべき理由に乏しいことから、契約認定の対象とする

G1 L1

連系線利用者Ｂ
（小売電気事業者）発電契約者Ａ

G1 L1

連系線利用者Ｂ発電契約者Ｃ
○契約認定可
（発電契約者変更）

G1 L２

連系線利用者Ｄ発電契約者Ａ
○契約認定可
（供給先変更）

G２ L１

連系線利用者Ｂ発電契約者Ａ
×契約認定不可
（電源変更）

※契約形態が変更となった場合は対象外（従来）

○契約認定可
（契約（発需紐付け）が継続）

２．主な業務規程・送配電等業務指針変更点：連系線整備費用負担者の取扱い

 連系線整備費用の負担が行われた場合、公平性・透明性が確保される方法により希望
者を募集できること、費用負担が行われた対象電源から供給される連系線利用計画は、
当該連系線整備に伴う空容量増加時に先行的に容量登録できること及び供給先未定の
場合や契約当事者の変更があった場合でも契約認定（連系線同時建設電源）の対象と
なることを明確化する。（規程第134条第３項、指針第210条）

【参考】第１２回広域系統整備委員会資料１ 抜粋
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Ⅰ．電気供給事業者の応募取り下げ（報告）
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Ⅰ．電気供給事業者の応募取り下げ（報告）
１．電力取引拡大希望量と実施案の運用容量

 電気供給事業者より応募取り下げの申し出があった。
• 応募取り下げの申し出があった電力取引の量 ：８２，０００ｋＷ（１発電所）

【今回変更後の電力取引拡大希望量（提起者を含む）】
電気供給事業者 ： １１社→１０社
電力取引の合計量 ： ４，６２３，０００ｋＷ（１３発電所）→４，５４１，０００ｋＷ（１２発電所）

 これに伴い、実施案の対策後の運用容量は、１，１１８万ｋＷ（５７３万ｋＷから５４５万ｋＷ
の増強）から、１，１１３万ｋＷ（５４０万ｋＷの増強）に減少する見込み。

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

更新年月日：平成 26年 7月 
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【応募取り下げ後の応募電源の地域分布】
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余 白
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Ⅱ．実施案及び事業実施主体の評価



10１．評価項目

 実施案及び事業実施主体の評価のうち、「増強工事の完了時期（工期）」、「工事費」に
ついて今回評価を行った。

 提出された実施案の工期については、第１３・１４回委員会にて多くのご意見を頂いたこ
とから、ご意見に対する考え方や、短期間で運開した送電線との差異などを整理し、東
北電力からご説明頂く（別紙１による）。

 また、工期、工事費について、コンサルティング会社から検証結果をご報告頂く（別紙２
による ）。

送配電等業務指針の規定事項 評価項目

公募要領等への適合性 増強の完了時期
（その他項目は、第１４回委員会で妥当と確認済）

経済性 工事費

系統の安定性、対策の効果 （第１４回委員会で妥当と確認済）

事業実現性、事業継続性 （第１４回委員会で妥当と確認済）



11２．東北電力株式会社から提出された実施案の提案概要
（１）対策工事の概要（１）

発電所

変電所

開閉所
500kV送電線

275kV送電線

黒：既設

赤：新設

《工事費》
1,530億円

《所要工期および完了予定年月》

〔所要工期〕11年
（費用負担者との本広域系統整備計画に係る工事費の

契約手続き期間含まず）

〔完了予定年月〕 H39年11月予定
（H28年度中に費用負担者との工事費の契約手続き等

が終了し，H29年4月から着手可能なことが前提）

（基本要件）
⇔ 1,590億円程度

（基本要件）
⇔ 7～11年程度を目標

《対策後の東北→東京向け運用容量》

1,118万ｋＷ
（運用容量：現状573万ｋＷから545万ｋＷ増加）

（基本要件）
⇔ 1,120万ｋＷ以上

東京電力PG
南いわき（開）

東京電力PG
新いわき（開）

東京電力PG

福島幹線

山線

西仙台(変)

（仮）Ｍ開閉所 新地火力 等

南相馬（変）

西山形(変)

宮城(変)

新庄(変)

女川
原子力

新仙台
火力

（仮）Ｍ南幹線

（仮）Ｍ北幹線

相馬双葉幹接続変更

越後
開閉所

東京電力PG
新福島（変）

宮城中央(変)

青葉幹線

常磐幹線(北)

常磐幹線(南)

東京電力PG
川内線

新地火力線

注）東京電力PG：東京電力パワーグリッド株式会社

【参考】第１４回広域系統
整備委員会資料１ 抜粋
青字追記

＜電気供給事業者１社の応募取り下げ後＞
1,1１３万ｋＷ

（運用容量：現状573万ｋＷから540万ｋＷ増加）



12２．東北電力株式会社から提出された実施案の提案概要
（１）対策工事の概要（２）

箇所 概要 （参考）基本要件

送電線

 500kV送電線新設
 新設開閉所～相馬双葉幹線№56鉄塔

2回線 亘長62km
（仮称）Ｍ南幹線

 宮城中央変電所～新設開閉所
2回線 亘長81km

（仮称）Ｍ北幹線
 相馬双葉幹線№54鉄塔

～福島幹線山線№10鉄塔
2回線 亘長15km

 新設開閉所への既設500kV送電線引込
 常磐幹線 4回線
 新地火力線 2回線

 500kV送電線新設
 南いわき開閉所近傍～新設開閉所

2回線 60km程度

 新設開閉所～宮城中央変電所
2回線 80km程度

 相馬双葉幹線接続変更点
～福島幹線

2回線 10km程度

開閉所

 500kV開閉所新設 （仮称）Ｍ開閉所
 常磐幹線新地火力線分岐周辺

500kV送電線引出10回線

 500kV開閉所新設
 常磐幹線分岐箇所周辺

500kV送電線引出口10回線

送電線
引出

 500kV送電線引出
 宮城中央変電所 2回線

 500kV送電線引出口増設
 宮城中央変電所 2回線

その他
設備

 調相設備整備
 給電システム改修
 系統安定化システム整備

 調相設備，系統安定化装置 他

【参考】第１４回広域系統
整備委員会資料１ 抜粋



13３．増強の完了時期（工期）の妥当性

 提出された実施案における工期１１年は、基本要件で定めた工期７～１１年程度の範囲
内であり、また、 外部コンサルによる全体モデル（過去実績によるモデル）による工期１１．
６年±１．１年の範囲内である（詳細は別紙２参照） 。

 しかし、外部コンサルによる積上げモデル（発生確率の高いリスク要因のみ含むモデル）
による工期９年と比較すると、提出された実施案は、用地取得、補償交渉開始までの期
間を過去の実績に基づき２年長く設定しているため、工期が２年長くなっている（詳細は別
紙２参照） 。

 一方、東北電力からは、各工程を並行して行うことで工期短縮に努めていること、被災地
特有の対応が現段階では定量化できず、工期短縮はできないことの説明がなされ、同時
に、所要工期１１年に向けて尽力する姿勢も示されている（詳細は別紙１参照）

 以上のように、定量的な評価ができない要素を含む現時点の計画であることも勘案すれ
ば、その要素をある程度見込んだ今回の工期設定の考え方は概ね妥当なものとは思わ
れるが、その一方で、昨年９月にまとめた基本要件においては、「可能な限り早期の系統
整備が必要である」と記したことを踏まえ、

 東北電力から提出された実施案の工期（１０年８か月）を前提として、広域系統整備
計画においては月単位で工期設定することとしつつ、

 更なる工期短縮の余地がないか、実施案の策定（次回委員会）に向けて、引き続き、
広域機関と東北電力との間で詳細調整に努めること

としたい。



14【参考】増強の完了時期（工期）について、これまでの委員会で頂いたご意見

 提出された実施案の工期（１１年）について、第１３回、１４回委員会で以下のご意見をい
ただいた。

（事業実施主体候補者のご意見）
 すべてが順調に進んだ場合が１１年であり、短くなることは無いと考えている。

 基本要件では７～１１年程度という工期であったが、工事実績７年は規模が３０ｋｍ弱であり、今
回の１６０ｋｍの工事規模とは異なる。

 今回建設する送電線は長距離であり、１人でも反対があると工期は延びてしまう可能性がある。

（工期短縮に向けたご意見）
 工事が順調に進み、工期が早まるといった要素はないのか。
 １１年の工期は長いため、できるだけ工期を短縮できるよう今後も検討いただきたい。

（進捗状況等の情報共有に関するご意見）
 送電線が避難指示区域を経過するため、今後の放射線量の調査結果によっては、工期が延び
る可能性がある。これは、従来には無かった状況である。
一方、電気供給事業者にとっては、工期が分からないというのは困る。工期に大きな影響を及
ぼす用地取得状況について、電気供給事業者に情報を適宜開示して欲しい。従来とはかなり様
相が違うため、送配電事業者と電気供給事業者の両社の負担が小さくなるような情報開示に
ついて検討して欲しい。

 机上検討だけでは分からないことがたくさんある。進捗状況などを関係者間で密に共有し、で
きる限りボトルネックを解消していくことが重要である。

 東北電力からの実施案プレゼンでは、すべてが順調な場合の工期が１１年であり、短くなること
は無いということであった。これでは、電気供給事業者が時期の確定や見通しが分からず、投
資の判断ができないのではないか。
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全体モデルのばらつき：

平均値±標準誤差*

* 標準誤差：
データ数（N）の平方根で割る分、標準

偏差よりもばらつきが小さくなるため、
より精緻な比較が可能

全体に占める割合が約10%と大き

い電磁誘導対策費を除くと、全体モ
デルのばらつきの範囲内に収まった
（差異の考察は後述）。

A

【総工事費】

基本要件 １，５９０億円

全体モデル工事費 １，５８６億円

提出された実施案 １，５３０億円

（億円）

全体モデル

実施案

M南幹線新設
（62km）

M北幹線新設
（81km）

相馬双葉幹線
接続変更
（15km）

M開閉所新設
（10回線）

宮城中央変電所
送電線引出
（2回線）

A

実施案は、全体モデルのば
らつきの範囲内に収まった

実施案は、全体モデルの
ばらつきの下限を下回った

実施案は、全体モ
デルのばらつきの
上限を上回った

４．工事費の妥当性

＜評価方法＞
 過去実績等から、主要工事のモデ

ル工事費を作成

 モデル工事費との比較により、工事
費の妥当性を判断

＜評価結果＞
 総工事費は過去実績等から作成し

たモデル工事費以下であることを確
認。

 主要工事ごとの比較において、各工
事ともに、特殊要因を除き平均値±
標準誤差以下であることを確認。

 工事費の評価については、類似工事の過去実績等と比較評価を行った。なお、客観性・
透明性を高めるべく、外部コンサルへ評価作業を委託し、評価を補強した。

 その結果、総工事費としては過去実績等から作成した想定額（全体モデル工事費）及び
基本要件以下となること、個別工事についても、全体モデルのばらつきの範囲内（特殊
要因を除く）または以下であることを確認した。（詳細は別紙２参照）

 よって今回実施案にて提出された工事費については、広域系統整備計画の計画段階に
おける工事計画額（工事予算）としては妥当であることを確認した。

 ただし、第１３回委員会で東北電力より説明があったとおり、一般に流通設備工事にお
いて存在する用地事情や資材費・労務費の変動等に留意が必要である。



16５．評価結果

 第１４回委員会で示した評価結果とあわせて、増強の完了時期（工期）を除く評価項目
で、今回提出された実施案が妥当であることを確認した。

 ただし、増強の完了時期（工期）については、概ね妥当であることを確認したが、１１年
という年単位の設定から、月単位の設定に変更するとともに、更なる工程短縮の余地が
ないか引き続き東北電力との間で詳細調整を行っていく。

 また、対策後の運用容量は、今回の電気供給事業者１社からの応募取り下げを踏まえ、
１，１１８万ｋＷ（５４５万ｋＷの増強）から１，１１３万ｋＷ（５４０万ｋＷの増強）に修正する
ことを東北電力と協議する。
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Ⅲ．工事費増加時に支払えない場合の取扱い



18１．工事費増加時に支払えない場合の取扱い

 第１４回委員会において、工事費増加時に一部の電気供給事業者が支払えない場合（現
時点では特定負担額を払える事業者でも、将来追加負担が発生した時には支払えない状
況にあるような場合）の取扱いも検討すべきではないかとのご意見をいただいた。

 この対応として、下表の対応案①～③が考えられるが、対応案②は今回不採用とする。

 地域間連系線の利用ルールの在り方について検討課題があると認識しており、整理が進
んだ段階で、対応案②以外による本取扱いを検討することとしたい。

対応案 対応案① ：一般負担 対応案② ：預託金 対応案③ ：他社へ譲渡

概要 不払い事業者の容量登録の
一部又は全部を取り消し、一
般負担とする。

精算用の預託金を金融機関
等へ預ける。精算時は、当該
預託金から支払う。

不払い事業者の容量登録の
一部又は全部を取り消し、当
該容量分を他社へ譲渡・転売
することで回収する。

評価 一部の事業者のために、エリ
アの需要家に負担を求めるこ
とになり、不適当である。

妥当な預託金額をあらかじめ
設定するのは困難であるとと
もに、工事着手前に想定して
いる特定負担額を超える金額
を求めることになるため、不適
当であるため採用しない。

現状ルールでは、発電所自体
（一部を含む）を譲渡すれば、
譲渡された発電契約者も先行
的容量登録※及び契約認定
は可能であるが、同一の発電
所に紐づいた形でない限り権
利の譲渡はできない。

※先行的に容量登録を行う前に譲渡された場合に限る。
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２．事業実施主体と応募事業者等との交渉に関わる対応 （２）契約事項の方向性

（工事費負担金の支払方法）
 送配電等業務指針において、工事費負担金は、工事着手までに一括支払いを原則と
し、工事が長期にわたる場合には、支払い条件の変更について協議できることとして
いる。本広域系統整備計画は、長期にわたる工事であることから、一般送配電事業
者は、合理的な範囲で支払い条件に応じる必要がある。

 しかし、仮に倒産等による不払いが生じた場合、回収が困難であり、且つ、複数の応
募事業者がいる中で広域系統整備計画を中止することも適当でない。これにより、東
北電力の一般負担となり、東北エリアの需要家の負担につながらないよう、単に長期
にわたる工事であることだけをもって、支払い条件を変更することは適当でない。

 このため、工事費負担金の支払は、工事着手までに一括払いを原則とし、金融機関の
債務保証がある場合に限り、分割前払いを東北電力と協議できることとしてはどうか。

（応募事業者が事業を取り止める・辞退する場合の対応）
 広域系統整備計画決定以降、応募事業者が事業を取り止める・辞退する場合の広
域系統整備計画への影響を防ぐため、広域系統整備計画決定後速やかに、応募事
業者は東北電力と工事費負担金契約を締結し、事業を取り止める・辞退する場合で
あっても工事費負担金相当を負担いただくこととしてはどうか。

（工事費増加時の取扱い）
 工事費増加時の取扱いは、託送供給等約款に基づき、「工事完成後にすみやかに
精算」するものである。

 なお、業務規程第６３条に基づく広域系統整備計画の変更により、工事費に大幅な変
動が生じる場合には、工事費負担金契約の見直しが必要となる場合がある。

【参考】第１４回広域系統整備委員会資料１ 抜粋
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Ⅳ．費用負担割合案の検討



21１．これまでの広域系統整備委員会における費用負担割合の整理

 第５回までの広域系統整備委員会において、費用負担割合（特定負担と一般負担の仕
分け）を、制度設計ＷＧ及び費用負担等の在り方に関する指針（案）において示された考
え方に基づき検討及び試算した。

 平成２７年１１月６日に制定された「発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の
費用負担等の在り方に関する指針」（資源エネルギー庁電力・ガス事業部。以下、「費用
負担ガイドライン」という。）は、前項の考え方に変更は無いため、第５回委員会までに検
討した考え方については、実施案に対する費用負担割合案においても変更なしとする。

 今後、特定負担の費用負担候補者である提起者及び応募者並びに一般負担の費用負
担候補者である東北電力、東京電力ＰＧに対し、今回の委員会資料及び議事録により、
費用負担割合案に対する意見を聴取し、次回委員会にて取りまとめる予定である。
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３．地域間連系線として運用される範囲と費用負担の考え方 （２）今回の基本要件（案）への適用

 「特定の電源からの送電のみを目的として運用される部分」とは、地域間連系線として、
本機関が計画潮流を管理する送電線であって、連系線の容量を長期安定的に確保すべ
き契約として認定された契約において確保された連系線の容量に相当する部分のことで
ある。

 区間１（新設開閉所は第二連系線引出口部分のみ）及び相馬双葉幹線（福島幹線への
接続部分を含む）は、地域間連系線であり、特定の電源からの送電のみを目的として運
用される部分があるため、基幹系統の例外として、「基幹系統以外と同様の評価により
一般負担額・特定負担を算出」することとなる。

 一方、区間２は地内基幹系統であり、特定の電源からの送電のみを目的として運用され
る部分がないため、原則に従い一般負担となる。

 なお、特定負担部分は、全ての応募者（提起者を含む）を対象に応募容量で按分する。

（イメージ図）

地域間連系線

区間１
⇒地域間連系線

区間２
⇒地内基幹系統

潮流

東京エリア東北エリア

ＧＧＧ Ｇ

【相馬双葉幹線の福島
幹線接続部分】

•基幹系統以外と同様
の評価により一般負担
額・特定負担額を算出

【区間１】

•基幹系統以外と同様
の評価により一般負担
額・特定負担額を算出

【区間２】
•一般負担

【参考】第５回広域系統整備委員会資料１ 抜粋
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８．「供給信頼度等の向上による受益」における特定負担額の算出方法（２）

 複数の設備増強と受益が考えられる場合、受益ごとに費用を対応させて評価できる以下
の方法にて算出する。

【増強設備毎の費用・受益に応じた特定負担額を算出し、その合計で評価】

（特定負担額） =  𝑖=1
𝑛 費用𝑖 ×

Ａ
Ａ＋Ｂi＋Ｃi

広域系統整備の効果 効果をもたらす増強の費用 受益者

効果１ 費用１ 新規発電設備の容量：Ａ、既設電源：Ｂ１、需要：Ｃ１

効果２ 費用２ 新規発電設備の容量：Ａ、既設電源：Ｂ２、需要：Ｃ２
・・・

・・・
・・・

効果ｎ 費用ｎ 新規発電設備の容量：Ａ、既設電源：Ｂｎ、需要：Ｃｎ

【参考】第４回広域系統整備委員会資料１ 抜粋・朱記追記

【費用負担ガイドライン抜粋】
（特定負担額の算出方法）
◇ 計算の前提
 A：連系可能となる新規発電設備の容量（kW）
 B：送配電線2回線故障時（N－2）における既設発電設備の出力抑制の回避が可能となる発電設備の容量（kW）
 C： N－2における停電の回避が可能となる需要の量

◇計算式
A／（A＋B＋C）
（※）需要については、最小需要断面と最大需要断面の平均値とする。
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４．「供給信頼度等の向上による受益」における特定負担額の算出方法 （２）既設電源、需要の受益の評価

 費用負担等の在り方に関する指針（案）は、増強設備に対応する既設設備のＮ－２故
障を想定して、出力抑制回避及び停電回避という受益を受ける発電設備（Ｂ）及び需
要（Ｃ）の対象を特定し、受益を考慮することになっている。

 本計画策定プロセスでの設備増強では、長距離送電線新設による１つの増強設備に
対して、複数の既設設備に供給信頼度等の向上による受益がある。

 このため、既設区間ごとの受益を算定し、その既設区間ごとに対応した増強費用（増
強費用を既設送電線の亘長比率で案分）を乗じたものを合計して、新規発電設備（Ａ）
の特定負担額を算出する。

（特定負担額） =  i=1
n 増強費用 ×

既設区間iの亘長
既設送電線の亘長合計

×
Ａ

Ａ＋Ｂi＋Ｃi

（イメージ図）

Ｇ

区間ｂ 区間ａ

基幹系統以外と同様の評価により
一般負担額・特定負担額を算出す
るが、1つの増強設備に対して、複
数の既設設備のN-2故障における
受益が対応している。

【参考】第５回広域系統整備委員会資料１ 抜粋
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 「特定の電源からの送電のみを目的として適用される部分」は、増強により拡大した運用
容量のうち、電力取引拡大希望量のみである。

 応募量を超過した運用容量拡大分については、新たに生じた空容量として扱うこと
になり、現時点では電源を特定できない。

 「空容量」となる部分は、一般負担とする。
 空容量が生じる場合、 「特定の電源からの送電のみを目的として適用される部分」の費
用は、以下のとおりとする。

(費用) ×
（応募量合計）

（増強により拡大した運用容量）

0

500

1000

1500

運
用
容
量
（
万
ｋ

W
）

対策前の運用容量

電力取引拡大希望量⇒ 「特定負担」

新たに生じた空容量⇒「一般負担」

（イメージ図）

増強により

運用容量が
拡大

570

一般負担額今回提起・応募電源の特定負担額

新規に連系線利用が可能となる発電設備の
容量に対応した特定負担額

【参考】第４回広域系統整備委員会資料１ 抜粋

【参考】第５回広域系統整備委員会資料１ 抜粋



26２．一般負担の費用負担割合案についての検討の進め方

 費用負担ガイドラインは、「発電設備の設置に伴う電力系統の増強等及びその費用負担
の在り方のうち、ネットワーク側の送配電等設備の増強等及びその費用負担の在り方に
関する基本的な考え方を提示するもの」である。

 同ガイドラインでは、基幹系統の例外における一般負担額・特定負担額の算出は、設備
更新、設備のスリム化、供給信頼度等の向上といった受益に基づいて算出することとして
いる。

 本連系線を２ルート化することで連系線１ルート故障時の系統分離が解消され、供給信頼
度の向上が図られることなどから、同ガイドラインに基づき、基本要件ではこれを一般負
担と整理した。

 また、本広域系統整備により提起者及び応募者の希望する電力取引の拡大が可能とな
るのみでなく、８０万ｋＷ以上の空容量が生じ、提起者及び応募者以外の電力取引の活
性化及び再生可能エネルギー電源の導入にも寄与できる。この空容量についても、同ガ
イドラインに基づき、基本要件では一般負担と整理した。

 これら一般負担額に対する一般送配電事業者間の費用負担の在り方は、費用負担ガイ
ドラインでは示されていないが、同ガイドラインに示されている受益がある一般送配電事
業者が負担（受益者負担）することを基本として整理する方向で案を示し、今回の委員会
資料及び議事録により、費用負担候補者である東北電力・東京電力ＰＧへ費用負担割合
案に対する意見を聴取し、次回委員会にて取りまとめることとしたい。



27【参考】基本要件における受益者の範囲

区分 受益者の範囲

特定負担  提起者及び応募者

 東北東京間連系線の利用を開始又は拡大しようとする事業者

一般負担  一般送配電事業者２社（東北電力株式会社、東京電力株式会社）

 供給信頼度の向上、既存設備の整備更新、設備のスリム化、取引
活性化への寄与などの受益があるエリアの一般送配電事業者



28３．地内基幹系統（区間２）の一般負担

 東北エリアの地内基幹系統（区間２）については、広範囲にわたって裨益が想定される
が、一義的には、今回の応募事業者の発電設備が設置される東北エリアの地内基幹
系統であるため、東北電力の一般負担とする。

 なお、他の供給区域へ送電される場合には、送電量に応じて事業者間精算が行われて
いる。

【「発電設備の設置に伴う電力系統の増強及び事業者の費用負担等の在り方に関する指針（抜粋）】
この基幹系統については、その整備される形状により、大別して①ループ系統（以下「基幹ループ系統」という。）と②
放射状系統（以下「基幹放射状系統」という。）として存在し、両者は、一般電気事業者による需給運用・系統運用にお
いて、厳密に扱いに差がないとまでは言い切れない。もっとも、その増強等により需要家や他の系統利用者など、エリ
アの広範囲にわたって裨益が想定されることから、一般負担を原則として考えていくことが適当である。



29【参考】一般負担とされた費用の一般電気事業者間での精算
（費用負担ガイドライン一部抜粋）

 一般負担によりネットワーク側の送配電等設備の増強等が図られる場合には、一義的
には、当該発電設備が設置される供給区域における一般負担となる。

 しかしながら、例えば、発電された電気の全量が他の供給区域に送電される場合には、
当該発電設備から得られる電気の恩恵は、発電設備が設置された供給区域ではなく、
送電先の供給区域において享受されることとなるため、一般負担の範囲について適切
に判断していくことが必要となる。

 このため、発電設備から発電された電気が他の供給区域に送電される場合には、供給
区域間の負担の公平性を確保する観点から、他の供給区域への送電量に応じて、一
般電気事業者間で事業者間精算が行われている。



30３．基幹系統に対する一般送配電事業者間の費用負担割合（イメージ図）

地域間連系線

区間１
⇒地域間連系線

区間２
⇒地内基幹系統

潮流

東京エリア東北エリア

ＧＧＧ Ｇ

【区間２】

東北電力の
一般負担

【区間１（相馬双葉幹線の福
島幹線接続部分を含む）】
次頁以降にて検討
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 費用負担ガイドラインにおいて、一般送配電事業者の受益は以下の３項目が示されてお
り、複数の受益がある場合には、支配的な要因をもって他のものを代表させることが合理
性があるとして運用されている。
 設備更新による受益
 設備のスリム化による受益
 供給信頼度等の向上による受益

 このため、「供給信頼度等の向上による受益」以外に「設備更新による受益」がある増強
設備については、各受益を算定して最も支配的な要因によることとし、その他の部分につ
いては、「供給信頼度等の向上による受益」により受益を算定する。

 また、「設備更新による受益」が最も支配的な要因である増強設備は、受益に相当する費
用を、受益を得る一般送配電事業者の負担とし、当該一般負担を差し引いた費用を特定
負担とする。

４．地域間連系線（区間１）の一般負担に対する一般送配電事業者間の負担割合
（１）費用負担割合において考慮する受益

• 鉄塔建替、電線張替により、
「設備更新による受益」がある

• ４電気所の保護継電器取替により、
「設備更新による受益」がある



32【参考】費用負担ガイドラインで示された受益の仕分けイメージ

区間１増強費用（用地費等を除く）

供給信頼度向上等の受益により評価 設備更新
の受益に
より評価

A B Ｃ 一般送
配電事
業者の
受益

応募電源の利用 空容量 出力抑制の
回避

停電
の
回避

特定負担 一般負担

◇計算式[ A／（A＋B＋C） ]
A：連系可能となる新規発電設備の容量（kW）
B：送配電線2回線故障時（N－2）における既設発電設備の出力抑制の回避が可能となる発電設備の
容量（kW）
C： N－2における停電の回避が可能となる需要の量

一般送配電事業者の受益を差し引いた費用

最も支配的な要因で仕分け

受益で仕分け

特定負担と一般負担に仕分け



33
４．地域間連系線（区間１）の一般負担に対する一般送配電事業者間の負担割合
（２）供給信頼度等の向上による受益（出力抑制の回避：Ｂ）による負担

 増強する地域間連系線と並行する既設送電線故障時の影響から、連系線２ルート化に
よる「供給信頼度等の向上による受益（出力抑制の回避：Ｂ）」を評価した。

 現在の出力抑制の要因から鑑みて、下表のとおり整理できる。

既設送電線 出力抑制の要因 受益者

常磐幹線南側 ルート断後の東北・東京両エリアの同期安定性維持 東北・東京両エリアの需要家

相馬双葉幹線
ルート断に伴う東北・東京エリア分離後の東北エリ
アの周波数上昇抑制

東北エリアの需要家

今回増強部分

常磐幹線南側

既設２７５ｋV系統

【常磐幹線南側】

現状系統では、ルート断後も既設２７５ｋＶ
系統により東北・東京エリアの連系は維
持される。

両エリアの同期安定性維持のために、東
北エリアで電源制限が必要になる。

【相馬双葉幹線】

現状系統では、ルート断後、東北・東京エ
リアの連系は分離される。

東北エリアの周波数上昇抑制のため、東
北エリアで電源制限が必要になる（東京エ
リアの負荷遮断は、別途議論）。

相馬双葉幹線
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A B Ｃ 一般送
配電事
業者の
受益

応募電源の利用 空容量 出力抑制の
回避

停電
の
回避

※ 現状の系統において、最小需要時には出力抑制が想定されていないため、最大需要時のみの系
統容量比とする。

４．地域間連系線（区間１）の一般負担に対する一般送配電事業者間の負担割合
（２）供給信頼度等の向上による受益（出力抑制の回避：Ｂ）による負担【論点】

 常磐幹線南側：ルート断故障時に、東北・東京エリア全体の同期安定性を維持するため、
東北エリアにおいて出力抑制が行われる。よって、この出力抑制が不要となることの受
益は東北・東京両エリアにあるため、両エリアの一般負担とする。なお、同期安定性が
損なわれた場合の影響は東北・東京エリア全体に及ぶことから、最大需要時の系統容
量比※に応じた負担とすることが適切ではないか。

 相馬双葉幹線：ルート断故障により、東北・東京エリアが系統分離した際に、東北エリア
の周波数上昇を抑えるため、東北エリアにおいて出力抑制が行われる。よって、受益は
東北エリアにあるため、東北エリアの一般負担としてはどうか。

一般送配電事業者の受益を差し引いた費用
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A B Ｃ 一般送
配電事
業者の
受益

応募電源の利用 空容量 出力抑制の
回避

停電
の
回避

 「送電線のルートを複数化することにより、送電線の１ルートが断絶した場合に周波数維
持のために発生する需要の遮断の回避」は、「需要の遮断が回避される供給区域の需要
家」が受益者（費用負担者）である（送配電等業務指針 別表６－１ ）。

 相馬双葉幹線ルート断による東北・東京エリア分離後、東京エリアの周波数低下防止の
ために、東京エリアの需要の一部が遮断されることになっている。

 このため、連系線２ルート化により需要の遮断が回避される供給区域の一般送配電事業
者（東京電力ＰＧ）の一般負担としてはどうか。

４．地域間連系線（区間１）の一般負担に対する一般送配電事業者間の負担割合
（３）供給信頼度等の向上による受益（停電の回避：Ｃ）による負担【論点】

一般送配電事業者の受益を差し引いた費用
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【参考】送配電等業務指針 別表６－１
広域系統整備の効果と受益者（費用負担者）に関する考え方の例

広域系統整備の効果 受益者（費用負担者）

一般負担部分
における受益
者と費用負担
者の例

流通設備事故時における周波数の安定性
の向上

・周波数安定性が向上する供給区域の需
要家

受益を得る需
要家が存する
供給区域の一
般送配電事業
者で分担

大規模災害によって特定の供給区域にお
ける供給力の不足が発生した場合におけ
る、広域的な供給力の確保

・広域的な供給力の確保が可能になる供
給区域の需要家

送電線のルートを複数化することにより、
送電線の１ルートが断絶した場合に周波数
維持のために発生する需要の遮断の回避

・需要の遮断が回避される供給区域の需
要家

連系線を通じた電力の融通を見込むことに
よる特定の供給区域において確保すべき
予備力の削減

・供給区域内に確保する予備力を削減でき
る供給区域の需要家

電圧を安定させる装置等の設置による電
圧安定性の確保

・電圧安定性が確保される供給区域の需
要家

卸電力取引所における供給区域間の約定
価格差の解消又は減少

・約定価格が高い供給区域の需要家
・約定価格が高い供給区域が連系線の片
側に限らない場合は、全国的なメリットが
あるため全供給区域の需要家（但し、連
系線で他の供給区域と接続されていない
供給区域の需要家は除く。）

特定負担部分
における受益
者と費用負担
者の例

個別の安定的な電力取引の確保

・当該の個別の電力取引により裨益する事
業者（電力系統の状況に応じ、安定供給
や広域的な電力取引の活性化の観点を
考慮する。）

当該の個別の
電力取引を行う
事業者

他の供給区域に電気を供給する電源設置
の制約の解消

・当該の電源の設置に伴う広域的な取引に
より裨益する事業者（電力系統の状況に
応じ、安定供給や広域的な電力取引の活
性化の観点を考慮する。）

当該の電源を
設置する者又
は当該の電源
から受電する者
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A B Ｃ 一般送
配電事
業者の
受益

応募電源の利用 空容量 出力抑制の
回避

停電
の
回避

４．地域間連系線（区間１）の一般負担に対する一般送配電事業者間の負担割合
（４）空容量部分に対する一般送配電事業者間の負担割合

 本広域系統整備計画は東北から東京向きの運用容量を拡大するためのプロジェクトであり、
運用容量の拡大部分は、応募電源が特定負担により先行的に容量登録する（全て東京エリア
への送電を計画）部分と、応募電源が希望する運用容量を確保するために付帯的に生じ、電
気が流れた場合に送電先エリアが受益を得る空容量部分に分けられる。

 空容量部分の費用負担は、費用負担ガイドラインを踏まえて一般負担と整理した（第４回広域
系統整備委員会）。

 空容量を通じて送電された電気の恩恵は送電先の供給区域において享受されるため（送電先
エリアの需要家が受益） 、受益の観点から最終的には送電先エリアが負担することが合理的。

 そのため、費用負担の方法としては、次の方法が考えられる。

1. 初期費用を、発電設備が連系されるエリアまたは送電先のエリアのいずれかの一般送配
電事業者が一旦負担する。

2. 初期費用を負担していないエリアが当該連系線を通して受電した場合は、その受電量に
応じた送電料金を、初期費用負担会社に支払う（事業者間精算※）。

※事業者間精算制度の料金精算の厳密性の観点では、完全に費用と利用料金が一致するものではない。

 よって、いずれの会社が初期費用を負担したかにかかわらず、事業者間精算等を活用すれば、
中長期的には受益者の負担に補正される。ただし、空容量を含めた連系線の利用率が低けれ
ば、初期費用負担会社の負担が一部補正されずに残る場合がある。

一般送配電事業者の受益を差し引いた費用



38

案１（東北エリア負担） 案２（東京エリア負担）

初期費用負担者の
考え方

・発電設備が連系されるエリアの一般
負担として、送電元である東北エリアが
初期費用を負担する（地内基幹系統と
同様の扱い）。

・本広域系統整備は東京エリア向け送
電が目的であり、送電された電気の恩
恵は送電先（東京エリア）が享受するた
め、東京エリアが初期費用を負担する。

負担方法 ・東北東京間連系線の利用量に応じて
事業者間精算により送電先エリア需要
家が託送料金を通して負担する。

・連系線利用量に関係なく、東京エリア
需要家が託送料金を通して負担する。

受益者 送電先エリアの需要家

初期費用負担者 東北エリア 東京エリア

最終的な費用負担者 送電先エリアの需要家

東京エリア以外への送
電に利用された場合

事業者間精算等を活用することで、送電先エリアの負担とできる。

空容量を含めた連系線
の利用率が低い場合の
費用負担者

▲受益者ではない東北エリアの負担と
なる。

東京向けの空容量を通じて送電され
た電気の恩恵は、東北エリアが受け
ることはない。

△潜在的な主たる送電先（受益者）で
ある東京エリアの負担となる。

空容量部分の主たる受益者は東京エ
リアの需要家となる蓋然性が高い（本
計画策定プロセスの応募電源は、全
て東京エリアへの送電を計画）。

４．地域間連系線（区間１）の一般負担に対する一般送配電事業者間の負担割合
（４）空容量部分に対する一般送配電事業者間の負担割合案【論点】

 前頁の前提で、今回、初期費用部分の負担を、いずれの一般送配電事業者が持つこと
がより合理的かご意見をいただきたい。
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 広域系統整備における一般負担とした部分の初期費用の負担者は、下表のとおり考えら
れるが、費用負担候補者である東北電力・東京電力ＰＧへ費用負担割合案に対する意見
を聴取し、次回委員会にて取りまとめることとしたい。

 なお、用地取得など費用負担割合の対象とならない部分などの詳細事項については、添
付資料のとおりとする。

受益者 初期費用の負担者

区間１

供給信頼度等の向上による受益のう
ち、発電機の出力抑制の回避に相当
する部分（Ｂ）

出力抑制により系統が安定化される
エリアの需要家

＜相馬双葉幹線ルート断故障＞
東北電力株式会社
＜常磐幹線南側ルート断故障＞
東北電力株式会社
東京電力パワーグリッド株式会社
※最大需要時の系統容量比

区間１

供給信頼度等の向上による受益のう
ち、停電の回避に相当する部分（Ｃ）

停電が回避されるエリア（東京エリ
ア）の需要家

東京電力パワーグリッド株式会社

区間１
空容量部分

空容量を通じて送電されるエリア（東
京エリアの蓋然性が高い）の需要家

案１又は案２

区間１

設備更新による受益が最も支配的な
部分の受益分

設備更新が行われた場合に受益す
る一般送配電事業者

東北電力株式会社

東京電力パワーグリッド株式会社

区間２ 送電先の供給区域も含めたエリアの
需要家

東北電力株式会社

５．一般送配電事業者間の費用負担割合案のまとめ
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 電気供給事業者の特定負担額及び一般送配電事業者の一般負担額は、前項までの整
理により試算した場合には、下表のとおりとなる。

 なお、費用負担割合については、広域系統整備計画の決定まで変動する可能性があるこ
とに留意が必要である。

６．費用負担額の試算

（消費税等相当額を除く）

特定負担
（１０社１２発電所で容量按分）

一般負担

東北電力 東京電力ＰＧ

区
間
１

連系可能となる新規発電設備の容量部分
のうち、提起・応募電源の容量部分

３８６億円
（８，５０６円／ｋＷ）

供給信頼度等の向上による受益のうち、
発電機の出力抑制の回避に相当する部分

５６億円 ２２億円

供給信頼度等の向上による受益のうち、
停電の回避に相当する部分

１６億円

空容量部分 ７３億円

設備更新の受益、用地費、新設区間以外
の電磁誘導対策費

３６億円 １５億円

区
間
２

そ
の
他

調相設備設置、給電システム改修、系統
安定化システム整備
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Ⅴ．今後の予定



42Ⅳ．今後の予定

時期 恒久対策 短工期対策

７月 １２日 入札開始
２０日 振替供給（短工期分）検討回答

２９日 広域系統整備委員会（今回）
実施案・費用負担割合（案）検討

８月 ５日 入札締切

３１日 広域系統整備委員会（次回）
実施案・費用負担割合（案）最終検討

下旬頃 落札候補者決定・通知

９月 上旬頃 評議員会
実施案・費用負担割合（案）審議

中旬頃 理事会
実施案・費用負担割合（案）決定

９月中旬頃～１０月上旬頃 各事業者
費用負担割合(案）同意確認

９月中旬頃～１０月上旬頃 落札候補者
費用負担同意確認

下旬頃 広域系統整備委員会

１０月 （落札候補者辞退に伴う繰上げがある場合のみ）
中旬頃 繰上げ対象事業者への費用負担同意確認

下旬頃 広域系統整備委員会
広域系統整備計画検討

下旬頃 理事会
広域系統整備計画決定・公表

下旬頃 短工期対策落札者決定・通知
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添付資料

（費用負担額の試算）
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添付資料．費用負担額の試算
（１）工事費の整理

 提出された実施案より工事費を、区間１ （特定の電源からの送電のみを目的として運用
される部分）、区間２（地内基幹系統）及びその他（調相設備等）に整理した。

 また、区間１であっても用地取得など減価償却されない資産は資産を所有する会社の一
般負担と整理するなど、工事費の細目について整理した。詳細は次頁のとおり。

※ 設備を所有する会社の負担等を含む
注 端数処理のため、合計は一致しない。

区
間

詳細

概算工事費（億円）

地内基幹系統・
用地等

特定の電源からの送電
のみを目的として運用さ
れる部分

区
間
１

500kV送電線
Ｍ南幹線新設

相馬双葉幹線接続変更

500kV開閉所
Ｍ開閉所新設（Ｍ南幹線引出分）

区
間
２

Ｍ開閉所新設（送電線引出8回線分）

500kV送電線 Ｍ北幹線新設

500kV送電線引出 宮城中央変電所送電線引出2回線

その他
調相設備、給電システム改修、系統
安定化システム整備

合計 957 572
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添付資料．費用負担額の試算
（２）区間１のうち一般負担等とする工事費の詳細

項目 考え方

土地・地役権
 土地費の全額及び地役権設定費用の半額は、託送供給等約款に
基づき、費用負担の対象外とする（資産を所有する会社の負担）。

調相設備設置
給電システム改修
系統安定化システム整備

 供給エリア全体における電力系統の安定性を確保するための対策
であるため、各供給エリアの一般負担とする。

電磁誘導対策
 送電線新設区間に並行する通信線以外の電磁誘導対策費は、区
間１と直接的な関係が無い費用であるため、費用負担割合の対象
工事費に含まない（対象とする既設送電線の所有者の負担）。
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川内線３０．０５１ｋｍ

相馬双葉幹線２６．３３３ｋｍ

常磐幹線南側
４４．２８４ｋｍ

添付資料．費用負担額の試算
（３）区間１において供給信頼度等向上の受益を考慮する既設送電線

【Ｎ－２故障における受益を
考慮する既設送電線】

・常磐幹線南側

・相馬双葉幹線

・川内線

南相馬

岩手

上北

南いわき

東北系統

東京系統

西仙台

宮城

新いわき

宮城中央

福島幹線

新設開閉所

区間２

区間１
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添付資料．費用負担額の試算

（４）区間１における供給信頼度等向上の受益の定量化

 提出された実施案に基づき、Ｈ２７年度実績、Ｈ２８年度供給計画により算定された供給
信頼度等向上の受益は下表のとおり。

【既設発電設備の出力抑制の回避が可能となる発電設備の容量】

N-2想定
対象送電線

増強前の電源抑制量
［万ｋW］

増強後の電源抑制量
［万ｋW］

出力抑制の回避が可能
となる発電設備［万ｋW］

最大断面 最小断面 最大断面 最小断面 最大断面 最小断面 平均

常磐幹線南側 １４１※２ ０※３ ０※３ ０ １４１ ０ ７０．５

相馬双葉幹線 ４８０※３ ２２０※３ ０※３ ０ ４８０ ２２０ ３５０．０

川内線 ０※３ ０※３ ０※３ ０ ０ ０ ０．０

【停電の回避が可能となる需要の量】

N-2想定
対象送電線

増強前の停電の量
［万ｋW］

増強後の停電の量
［万ｋW］

停電の回避が可能
となる需要［万ｋW］

最大断面 最小断面 最大断面 最小断面 最大断面 最小断面 平均

常磐幹線南側 ０※３ ０※３ ０※３ ０ ０ ０ ０．０

相馬双葉幹線 ２２９※３ ０※３ ０※３ ０ ２２９ ０ １１４．５

川内線 ０※３ ０※３ ０※３ ０ ０ ０ ０．０
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添付資料．費用負担額の試算
（５）区間１において供給信頼度等向上の受益以外の受益がある増強設備

受益が想定される対象工事 受益
（太字が支配的な要因）

受益による算出

概要 概算工事費 一般負担 特定負担

既設相馬双葉幹線の鉄塔建
替、電線張替

設備更新による受益

供給信頼度等の向上による受益

福島幹線山線の鉄塔建替
設備更新による受益

供給信頼度等の向上による受益

４電気所の保護継電器取替
設備更新による受益

供給信頼度等の向上による受益

合 計 ２１４０百万円 設備更新による受益 １８８２百万円 ２５８百万円
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添付資料．費用負担額の試算

（６）区間１の費用負担額の試算

 前頁までの諸元により、区間１（特定の電源からの送電のみを目的として運用される部
分）の各受益等による負担は、下表のとおり。

 今回提起又は応募した電気供給事業者の特定負担額は、現時点における試算では、総
額で約３８６億円、1ｋＷあたり８，５０６円の見込みである。

（特定負担額／ｋＷ）=３８６億円／４，５４１，０００ｋＷ≒８，５０６円／ｋＷ

 なお、区間１の用地取得等、区間２及びその他（調相設備等）を含めた一般負担額は約２
５．２千円／ｋＷ（総額：１，１４４億円 ）であり、一般負担の上限額以下であるため、一般
負担から特定負担とされる額は無い。

※１ 用地取得等（土地費の全額、地役権の半額及び既設送電線の電磁誘導対策費）を除く。

※２ 空容量部分を除く。合計のみ、「設備更新による受益」により算出した特定負担額２．６億円を含む。

※３ 地域間連系線の運用容量拡大：５４０万ｋＷ、応募電源部分：４５４．１万ｋＷ、空容量部分：８５．９万ｋＷ
注 端数処理のため、合計は一致しない。

N-2想定対象線路
区間１増強
費用※１［億円］

特定負担額※２

［億円］

一般負担額※１［億円］

線路名 亘長 比率 空容量※３ 既設電源の
抑制回避

需要の
停電回避

設備更新
による受益

常磐幹線南側 ４４ｋｍ ４４％

５７２

１８０ ３４ ２８ ０

１９相馬双葉幹線 ２６ｋｍ ２６％ ６５ １２ ５０ １６

川内線 ３０ｋｍ ３０％ １３８ ２６ ０ ０

区間１合計 ５７２ ３８６ ７３ ７８ １６ １９


